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○大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則 

昭和６３年９月２４日 

規則第４３号 

 改正 昭和６３年１２月２４日 平成元年３月２３日 

 平成元年４月１日 平成元年９月１日 

 平成元年１２月２２日 平成２年２月２４日 

 平成２年３月２７日 平成２年６月１日 

 平成２年９月１日 平成３年３月２０日 

 平成３年７月１５日 平成３年９月１７日 

 平成４年２月１日 平成４年９月２４日 

 平成５年２月１５日 平成５年１０月１５日 

 平成６年２月１日 平成６年７月１５日 

 平成６年１２月１日 平成７年２月１日 

 平成７年３月２２日 平成７年６月２３日規則第４５号 

 平成７年８月１５日規則第５９号 平成７年９月２５日規則第６４号 

 平成８年２月１５日規則第７号 平成８年８月１５日規則第５７号 

 平成９年１月１６日規則第２号 平成９年２月３日規則第４号 

 平成９年４月１日規則第４５号 平成９年１０月１５日規則第７８号 

 平成１０年９月１日規則第６６号 平成１０年９月２５日規則第７１号 

 平成１０年１２月２２日規則第９１号 平成１１年４月１日規則第４４号 

 平成１１年７月１５日規則第７５号 平成１２年３月１５日規則第９号 

 平成１２年３月３１日規則第３１号 平成１２年８月１日規則第８４号 

 平成１２年９月２５日規則第９３号 平成１２年１２月２８日規則第１３２

号 

 平成１３年４月１日規則第３７号 平成１３年５月１５日規則第５５号 

 平成１３年６月１５日規則第６６号 平成１４年６月２０日規則第６０号 

 平成１４年１２月２０日規則第１０３号 平成１５年３月３日規則第２０号 

 平成１５年３月２５日規則第２７号 平成１６年３月２３日規則第１３号 

 平成１６年１２月２１日規則第８６号 平成１７年３月２８日規則第２０号 

 平成１７年９月２９日規則第１０６号 平成１７年１２月２８日規則第１３５
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号 

 平成１８年３月１７日規則第３４号 平成１９年３月３０日規則第２８号 

 平成１９年８月１５日規則第８３号 平成２０年４月１５日規則第４６号 

 平成２０年９月１９日規則第６７号 平成２１年１月２３日規則第２０号 

 平成２１年３月３１日規則第８９号 平成２１年５月１日規則第１１２号 

 平成２３年１月４日規則第１号 平成２３年３月２２日規則第２７号 

 平成２３年１０月１日規則第９０号 平成２５年３月２２日規則第３３号 

 平成２５年１１月１日規則第１１１号 平成２６年３月１４日規則第１９号 

 平成２７年１月５日規則第１号 平成２８年９月３０日規則第８９号 

 平成２９年３月３１日規則第３３号 平成２９年４月１日規則第５１号 

 平成２９年７月３日規則第８７号 平成３０年３月１５日規則第１１号 

 平成３０年６月２９日規則第５７号 平成３１年３月２９日規則第２５号 

 令和２年４月１日規則第７７号 令和２年１０月１日規則第１１１号 

 令和３年４月１日規則第４８号 令和３年７月１日規則第５７号 

注 平成６年７月１５日規則第３８号から条文注記入る。 

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４４年規則第３２号）の全部を改正

する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２５号。以

下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第１条の２ この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。 

（平８規則７・追加） 

（公募の方法） 

第２条 条例第３条第１項の公募の方法は、次の各号に掲げるもののうち２以上の方法によって

行うものとする。 

（１） 新聞 

（２） ラジオ又はテレビジョン 

（３） 市の広報 

（４） 市役所及び支所の掲示板並びに市の区域内の適当な場所における掲示 
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（５） 前各号のほか、市長が適当と認める方法 

２ 前項の公募に当たって、市長は、市営住宅の名称、所在地、種類、構造、戸数、規格、家賃、

入居者資格、申込方法、選考方法、入居可能時期その他必要な事項の概略を公示する。 

（平９規則７８・一部改正） 

（公募の例外） 

第３条 条例第３条第２項第７号の規定により市長が入居を募集しようとしている市営住宅に入

居しようとする既存入居者は、市営住宅住替申請書（様式第１号）を、収入の額を証明する書

類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、入居者が次の各号に掲げる要件のい

ずれをも満たし、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、当該入居を許可するも

のとする。 

（１） 条例第２８条の３第１項の規定により認定された高額所得者でないこと。 

（２） 現に入居している市営住宅に１年以上居住していること。 

（３） 新たに入居する住宅に６か月以上居住する見込みのある者であること。 

（４） 条例第３６条第１項各号のいずれにも該当していないこと。 

（平９規則７８・全改） 

第４条 条例第３条第２項第８号の規定により種類が同一の市営住宅を相互に入れ替わって入居

しようとする入居者は、それぞれ市営住宅入替入居申請書（様式第２号）を、収入の額を証明

する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。 

（平９規則７８・全改） 

（入居者の資格に係る障害の程度） 

第５条 条例第４条第１項第４号ア（ア）のaの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障

害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の

１級から４級までのいずれかに該当する程度 

（２） 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する１級又は２級に該当する程

度 

（３） 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 
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２ 条例第４条第１項第４号ア（ア）のbの規則で定める障害の程度は、恩給法（大正１２年法律

第４８号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款

症とする。 

３ 条例第４条第２項第２号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 身体障害 第１項第１号に規定する程度 

（２） 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項に規定する

１級から３級までのいずれかに該当する程度 

（３） 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

４ 条例第４条第２項第３号の規則で定める障害の程度は、第２項に規定する程度とする。 

（平９規則７８・全改、平１１規則４４・平１８規則３４・一部改正） 

（地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者の資格に係る収入の額） 

第５条の２ 条例第４条第１項第４号オの規則で定める金額は、１５８，０００円以上４８７，

０００円以下（入居者又は同居者のうち主として生計を維持する者の年齢が３０歳未満であり、

かつ、現に継続的な収入がある場合にあっては１２３，０００円以上４８７，０００円以下）

とする。 

（平９規則７８・全改、平１４規則６０・平２０規則４６・平２１規則８９・一部改正） 

（地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅に単身で入居することができる収入の額の範囲） 

第５条の３ 条例第４条第４項の規則で定める収入の額の範囲は、１５８，０００円から４８７，

０００円までとする。 

（平９規則７８・追加、平２０規則４６・平２１規則８９・一部改正） 

（入居の申込み） 

第６条 条例第６条第１項の規定により入居の申込みをする者（以下「入居申込者」という。）

は、市営住宅入居申込書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、必要に応じ、入居申込者及び同居し、又は同居しようとする親族に関する次の各号

に掲げる書類の提出を求めることができる。 

（１） 居住を証する書類 

（２） 収入の額を証する書類 

（３） 住宅の困窮を証する書類 

（４） 市町村税及び国民健康保険料の完納を証する書類 
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（５） 婚姻（予約を含む。）を証する書類 

（６） その他市長が必要と認める書類 

３ 条例第６条第３項の規定による入居決定者への通知は、市営住宅入居決定通知書（様式第４

号）を交付して行うものとする。 

（平８規則７・平９規則７８・平２５規則３３・一部改正） 

（市長が定める優先的選考対象者） 

第７条 条例第７条第２項の市長が定める者は、次に掲げる者とする。 

（１） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第２条第１項に規定する中国残留邦

人等及び同法第６条第１項に規定する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で

定めるもの。ただし、他の市町村に永住帰国した後大津市内に転入する者にあっては、市長

が特別の事情があると認めた者に限る。 

（２） 市営住宅の入居の公募（市営住宅の新築後最初に行うものを除く。）に連続して４回

応募し、かつ、そのすべての回において公開抽選に落選した者で、その第４回目に落選した

日から１年を経過していないもの 

（３） その他市長が特に住宅の困窮度が高いものとして優先的に選考する必要があると認め

た者 

２ 前項第２号に該当する者が優先的選考により入居することができる市営住宅は、その落選し

た第４回目に申込みをした市営住宅と同一の名称の市営住宅とする。ただし、建替事業等のた

め建替年度が著しく異なる市営住宅は、この限りでない。 

３ 第１項第２号に該当していた者が同号に規定する期間の経過により同号に該当しなくなった

場合におけるその者の再度の同号への該当に係る入居の申込みの回数の起算は、前回の同号へ

の該当に係る第４回目後の申込みから開始する。 

（平９規則７８・全改、平１２規則１３２・平１７規則１０６・平１８規則３４・平２

６規則１９・一部改正） 

（入居補欠者への通知） 

第８条 市長は、条例第８条の規定により入居補欠者を定めたときは、市営住宅入居補欠決定通

知書（様式第５号）により当該入居補欠者に通知するものとする。 

（平９規則７８・全改、平２５規則３３・一部改正） 

第９条から第１２条まで 削除 
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（平３１規則２５） 

（入居の手続） 

第１３条 条例第１０条第１項の請書は、市営住宅入居請書（様式第６号）とする。 

２ 条例第１０条第４項の規定により債務保証業者等（同項第１号又は第２号に該当する者のう

ち市長が適当と認める者をいう。以下同じ。）と保証委託契約を締結した入居決定者は、前項

の請書に保証委託契約書の写しを添付しなければならない。 

３ 入居決定者は、条例第１０条第１項に定める期間内に請書を提出できない場合において、同

条第２項の規定により別に入居の手続の期間の指示を求めようとするときは、入居手続遅延理

由書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の理由書の提出があった場合において、適当であると認めたときは、条例第１

０条第２項の規定により入居の手続に係る期間を指示するものとする。 

（平９規則７８・全改、平３１規則２５・令３規則４８・一部改正） 

（連帯保証人） 

第１４条 条例第１０条第１項の連帯保証人は、市町村税を完納しているものでなければならな

い。 

２ 市長は、連帯保証人に対し、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。 

（１） 市町村税完納証明書 

（２） 印鑑証明書 

（３） その他市長が必要と認める書類 

３ 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時（条例第１２条の規定による承継の承認、第６項

の規定による連帯保証人の変更の承認又は第１７条の２第１項の規定による名義の変更の承認

を得た入居者の場合は、これらの承認時）における近傍同種の住宅の家賃（地域特別賃貸住宅

及び特定公共賃貸住宅にあっては、別表第２に定める家賃）の１２か月分に相当する金額とす

る。 

４ 連帯保証人は、入居者が負う家賃の支払に係る債務その他の市営住宅の使用から生じる一切

の債務に関し、極度額の範囲で当該入居者と連帯して責任を負うものとする。 

５ 市長は、入居者が届け出た連帯保証人が適当でないと認めるときは、入居者に対し、連帯保

証人の変更を命ずることができる。 

６ 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに連帯保証人となる者の連署する連

帯保証人変更申請書（様式第８号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
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（１） 連帯保証人が死亡したとき。 

（２） 連帯保証人を変更しようとするとき。 

（３） 連帯保証人が支払った債務の金額が極度額に達したとき。 

（４） 債務保証業者等と締結した保証委託契約が終了したとき。 

７ 前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当することとなった入居者であって、市

長が連帯保証人を確保することが困難であると認めるものが債務保証業者等と保証委託契約を

締結したときは、同項の連帯保証人変更申請書に代えて所定の様式による承認申請書に保証委

託契約書の写しを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（平９規則７８・平３１規則２５・令２規則７７・令３規則４８・一部改正） 

（入居決定の取消し） 

第１４条の２ 条例第１０条第５項の規定による市営住宅の入居の決定の取消しは、市営住宅入

居決定取消通知書（様式第９号）を交付して行う。 

（平９規則７８・追加、平３１規則２５・令３規則４８・一部改正） 

（同居の承認） 

第１５条 入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするとき

（出生によるときを除く。）は、市営住宅同居承認申請書（様式第１０号）を、同居させよう

とする親族の収入の額を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第１１条第２項の入居者の資格を参酌して規則で定める条件は、次の各号のとおりとし、

市長は、当該各号のいずれにも該当し、かつ、やむを得ない事情があると認められるときに限

り、同居の承認をするものとする。 

（１） 同居させようとする親族が配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。）又は３親等以内の親族（養子縁組の

予約者を含む。第１７条第２項第１号及び第１７条の２第３項第１号において同じ。）であ

ること。ただし、その同居が社会通念上不自然な世帯分離又は家族構成でないと認められる

場合に限る。 

（２） 条例第４条第１項第４号及び第６号の条件を欠くこととならないこと。 

（３） 入居者が条例第３６条第１項第１号から第６号までのいずれにも該当していないこと。

ただし、同項第２号に該当する場合であっても、同居させようとする者が同居することによ

り同号の事由を解消できると認められるとき（入居者及び同居させようとする者から文書に

より滞納家賃の納付の誓約があるときに限る。）は、この限りでない。 
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（４） 同居させようとする者が、市営住宅の入居者若しくは同居者として条例第３６条第１

項第１号から第６号までの規定による市営住宅の明渡しの請求を受けたこと（未成年の同居

者であった場合等自己の責めに帰することができない事由により明渡しの請求を受けた場合

を除く。）又は市営住宅の不法占有者として市営住宅の明渡しの請求を受けたことがないこ

と。この場合において、これらの請求を受けたことがある場合であっても、当該市営住宅の

家賃若しくは家賃相当損害賠償金又は条例第３６条第８項に規定する明渡しに要した費用で

市が負担したものを（これらの債権が消滅時効にかかる場合にあっては、その時効を援用す

ることなく）全額納付したときは、これらの請求を受けたことがないものとみなす。 

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、社会通念上同居を認めることが適当であると認められる

特別の事情があるときは、同居を承認することができる。 

（平７規則５９・平９規則７８・平１７規則１０６・平２０規則６７・平２７規則１・

平３１規則２５・一部改正） 

（入居者等の異動） 

第１６条 入居者は、入居者又は同居者に出産、死亡（同居の親族の死亡に限る。）、婚姻若し

くは養子縁組又は勤務先の変更その他の異動が生じたときは、異動届（様式第１１号）により、

直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 同居者は、入居者が死亡し、又は退去したときは、異動届（様式第１１号）により、直ちに

その旨を市長に届け出なければならない。 

（平９規則７８・一部改正） 

（入居の承継の承認） 

第１７条 条例第１２条の規定による入居の承継について市長の承認を求めようとする者は、市

営住宅入居承継承認申請書（様式第１２号）を、死亡し、又は退去した入居者（以下「被承継

者」という。）と入居の承継をしようとする者（以下「承継者」という。）との続柄を証明す

る書類その他必要な事項を証明する書類を添付して、被承継者の死亡又は退去後速やかに市長

に提出しなければならない。 

２ 条例第１２条第２項の入居者の資格を参酌して規則で定める条件は、次の各号のとおりとし、

市長は、当該各号のいずれにも該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認められるとき

に限り、入居の承継の承認をするものとする。 

（１） 承継者は、被承継者の死亡又は退去の時において、被承継者の配偶者又は３親等以内

の親族（公営住宅にあっては、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があると市長
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が認めるものに限る。）であること。 

（２） 承継者が被承継者の配偶者でない場合にあっては、被承継者の入居の時からその死亡

若しくは退居の時まで引き続き同居していた者又はその死亡若しくは退居の時までの同居期

間が１年以上である者であること。 

（３） 収入の額が条例第２８条の３に規定する額を超えることとならないこと。 

（４） 条例第４条第１項第６号の条件を欠くこととならないこと。 

（５） 被承継者が条例第３６条第１項第１号から第６号までのいずれにも該当していないこ

と。ただし、同項第２号に該当する場合であっても、承継者が承継することにより同号の事

由を解消できると認められるとき（承継者が文書により被承継者の滞納家賃の債務引受があ

ったときに限る。）は、この限りでない。 

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、社会通念上入居の承継を認めることが適当であると認め

られる特別な事情があるときは、承継を承認することができる。 

４ 前２項の規定により入居の承継の承認を受けた承継者は、当該承認の日から１５日以内に、

市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、市長は、連帯保証人を確保することが困難であると認められる承

継者が債務保証業者等と保証委託契約を締結したときは、同項の請書に連帯保証人の連署を必

要としないこととすることができる。この場合において、承継者は、同項の請書に保証委託契

約書の写しを添付しなければならない。 

６ 入居の承継は、第４項の請書の提出の日からその効力を生ずる。 

（平７規則５９・平９規則７８・平１７規則１０６・平２０規則６７・平２７規則１・

令３規則４８・一部改正） 

（地域特別賃貸住宅等の入居者の名義の変更） 

第１７条の２ 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者は、その世帯の生計の中心者の

変更等に伴い必要があるときは、市長の承認を得て、同居の親族に入居者の名義を変更するこ

とができる。 

２ 前項の規定により入居者の名義を変更しようとするときは、その入居者は、地域特別賃貸住

宅等入居者名義変更申請書（様式第１２号の２）を、入居者と名義を変更しようとする者（以

下「新名義人」という。）との続柄を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

３ 市長は、前項の申請書の提出があった場合においては、次の各号のいずれにも該当するとき
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は、名義の変更を承認するものとする。 

（１） 新名義人が配偶者又は３親等以内の親族であること。 

（２） 入居者が条例第３６条第１項第１号から第５号までのいずれにも該当していないこと。

ただし、同項第２号に該当する場合であっても、新名義人が名義を変更することにより同号

の事由を解消できると認められるとき（新名義人が文書により入居者の滞納家賃の債務引受

があったときに限る。）は、この限りでない。 

４ 前項の名義の変更の承認に係る新名義人は、当該承認の日から１５日以内に、市長が適当と

認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、市長は、連帯保証人を確保することが困難であると認められる新

名義人が債務保証業者等と保証委託契約を締結したときは、同項の請書に連帯保証人の連署を

必要としないこととすることができる。この場合において、新名義人は、同項の請書に保証委

託契約書の写しを添付しなければならない。 

６ 名義の変更は、第４項の請書の提出の日からその効力を生ずる。 

（平１７規則１０６・追加、平２７規則１・令３規則４８・一部改正） 

（家賃の額） 

第１８条 条例第１３条第４項の規定により算出した改良住宅の家賃に係る限度額は、別表第１

のとおりとする。 

２ 条例第１３条第５項の規定により市長が定める地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の家

賃は、別表第２のとおりとする。 

（平９規則７８・全改、平１５規則２７・一部改正） 

（地域特別賃貸住宅の家賃の特例） 

第１８条の２ 条例第１４条第２項の規定による地域特別賃貸住宅に係る家賃の減額は、別表第

３第１号地域特別賃貸住宅の家賃の特例の表のとおり行うものとする。 

２ 条例第１４条第２項の規定による地域特別賃貸住宅の家賃の減額の申請は、当該年の４月１

日から翌年の３月３１日までの家賃について、市営住宅（地域特別賃貸住宅）家賃減額申請書

（様式第１２号の３）を、当該年の前年の７月３１日までに、収入の額を証明する書類を添付

して、市長に提出して行わなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、可否を決定し、市

営住宅家賃減額決定通知書（様式第１２号の４）により入居者に通知するものとする。 

（平１１規則７５・追加、平１７規則１０６・一部改正） 
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（特定公共賃貸住宅の家賃の特例） 

第１９条 条例第１４条第３項の規定による特定公共賃貸住宅に係る家賃の減額は、平成３９年

３月３１日までの間、別表第３第２号特定公共賃貸住宅の家賃の特例の表のとおり行うものと

する。 

２ 条例第１４条第３項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃の減額の申請は、当該年の４月１

日から翌年の３月３１日までの家賃について、市営住宅（特定公共賃貸住宅）家賃減額申請書

（様式第１３号）を、当該年の前年の７月３１日までに、収入の額を証明する書類を添付して、

市長に提出して行わなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、可否を決定し、市

営住宅（特定公共賃貸住宅）家賃減額決定通知書（様式第１４号）により入居者に通知するも

のとする。 

（平７規則５９・平８規則７・平９規則７８・平１０規則６６・平１０規則７１・平１

１規則７５・平２０規則４６・平２１規則８９・平３０規則５７・一部改正） 

（収入の申告） 

第１９条の２ 条例第１４条の２第１項の規定による収入の申告は、収入申告書（様式第１５号）

を、毎年度市営住宅の団地ごとに市長が定める日までに、収入の額を証明する書類を添付して、

市長に提出して行わなければならない。 

２ 条例第１４条の２第３項の規定による収入の額を認定した旨の通知は、収入認定及び家賃決

定通知書（様式第１６号）又は収入認定及び家賃決定通知書（改良住宅用）（様式第１７号）

により行うものとする。 

３ 入居者は、条例第１４条の２第４項の規定により意見を述べるときは、前項の通知があった

ことを知った日の翌日から起算して１５日以内に収入の額の認定に関する意見書（様式第１８

号）を、収入の額を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、条例第１４条の２第４項の規定により収入の額の認定の更正をしたときは、収入認

定額及び家賃更正決定通知書（様式第１９号）又は収入認定額及び家賃更正決定通知書（改良

住宅用）（様式第２０号）により当該入居者に通知するものとする。 

（平９規則７８・追加、平１０規則９１・平１５規則２７・平２１規則８９・一部改正） 

（家賃の減免又は徴収猶予） 

第２０条 入居者は、条例第１５条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするとき

は、市営住宅家賃減免申請書（様式第２１号）又は市営住宅家賃徴収猶予申請書（様式第２２
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号）を、収入の額を証明する書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、家賃の減免又は徴収猶予を行う旨の

決定をしたときは、市営住宅家賃減免決定通知書（様式第２３号）又は市営住宅家賃徴収猶予

決定通知書（様式第２４号）により当該入居者に通知するものとする。 

３ 家賃の減免の期間は、１年以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、

この限りでない。 

４ 家賃の徴収猶予の期間は、３か月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めると

きは、この限りでない。 

５ 入居者は、家賃の減免又は徴収猶予の期間中に減免又は徴収猶予の理由がなくなったときは、

直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

６ 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、家賃の減免又は徴収猶予の決定を撤回する

ものとする。家賃の減免又は徴収猶予の期間中に減免又は徴収猶予の理由がなくなったことを

知ったときも、同様とする。 

（平９規則７８・平１７規則１０６・一部改正） 

（家賃の納付方法） 

第２１条 家賃の納付は、様式第２５号による納付書又は口座振替の方法により行うものとする。 

（平９規則７８・追加、令２規則１１１・一部改正） 

（家賃の督促） 

第２２条 市長は、入居者が納期限までに家賃を納入しないときは、納期限後２０日以内に様式

第２６号による督促状を発するものとする。 

（平９規則７８・旧第２１条繰下・一部改正、令２規則１１１・一部改正） 

（過誤納金の還付等） 

第２３条 過誤納に係る家賃その他の徴収金（以下「過誤納金」という。）があるときは、これ

を当該入居者に市営住宅家賃過誤納金還付通知書（様式第２７号）により通知し、還付する。 

２ 前項の規定により過誤納金の還付の通知を受けた者又は既納の徴収金のうちに過誤納金があ

ることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。ただし、過誤納金の還付

の通知に係る金額が１００，０００円に満たないときは、この限りでない。 

３ 第１項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に家賃の未

納入があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付を受けるべき者に市営住宅家賃過誤納
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金充当通知書（様式第２８号）により通知のうえ、過誤納金をこれに充当することができる。 

（平９規則７８・旧第２２条繰下・一部改正） 

（修繕に対する処理） 

第２４条 入居者は、条例第１８条に規定する修繕事由が生じたときは、直ちに市長に報告しな

ければならない。 

（平９規則７８・一部改正） 

（市営住宅を使用しないときの届出） 

第２５条 条例第２１条の届出は、市営住宅不使用届出書（様式第２９号）を市長に提出して行

うものとする。 

（平９規則７８・一部改正） 

（市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合の承認） 

第２５条の２ 入居者は、条例第２３条ただし書の規定により、市営住宅の一部を住宅以外の用

途に併用しようとするときは、市営住宅一部用途変更承認申請書（様式第３０号）を、市長が

必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該市営住宅の管理上の支障の有無を考慮

してその可否を決定し、市営住宅一部用途変更承認・不承認通知書（様式第３１号）により当

該入居者に通知するものとする。 

（平９規則７８・追加） 

（模様替え又は増築の承認） 

第２６条 条例第２４条第１項ただし書の規定による増築の承認は、その用途が風呂場又は物置

であって、その増築面積が９．９９平方メートル以下である場合に限り行うものとする。 

２ 入居者は、条例第２４条第１項ただし書の規定による市営住宅の模様替え又は増築の承認を

求めようとするときは、市営住宅模様替え・増築工事承認申請書（様式第３２号）を、設計書

その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該市営住宅の環境、外観その他実情を考

慮してその可否を決定し、市営住宅模様替え・増築工事承認・不承認通知書（様式第３３号）

により当該入居者に通知するものとする。 

（平９規則７８・一部改正） 

（収入超過者に対する通知） 

第２７条 条例第２５条第１項又は条例第２８条第１項の規定による収入超過者に対する通知は、
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収入超過者となっている事実及び当該市営住宅を明け渡すよう努めなければならない旨その他

必要な事項を示して行う。 

２ 前項の通知は、収入認定及び家賃決定通知書（様式第１６号）又は収入認定及び家賃決定通

知書（改良住宅用）（様式第１７号）に併記して行うものとする。 

３ 入居者は、条例第２５条第２項又は条例第２８条第２項の規定により意見を述べようとする

ときは、収入超過者の認定に関する意見書（様式第１８号）を、収入の額を証明する書類を添

付して、市長に提出しなければならない。 

（平９規則７８・全改、平１５規則２７・一部改正） 

（高額所得者に対する通知） 

第２８条 条例第２８条の３第１項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者となっ

ている事実及び当該住宅の明渡請求を行うこととなることその他必要な事項を示して行う。 

２ 前項の通知は、高額所得者認定通知書（様式第３４号）により行うものとする。 

３ 入居者は、条例第２８条の３第２項において準用する条例第２５条第２項の規定により意見

を述べようとするときは、高額所得者の認定に関する意見書（様式第３５号）を、収入の額を

証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（平９規則７８・一部改正） 

（高額所得者の明渡期限の延長） 

第２９条 高額所得者は、条例第２９条第４項の規定により当該市営住宅の明渡しの期限の延長

を申し出るときは、高額所得者住宅明渡期限延長申出書（様式第３６号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 条例第２９条第４項の規定による明渡しの期限の延長の期間は、２年以内とする。 

３ 市長は、第１項の規定による申出があった場合において、明渡期限の延長を認める旨の決定

をしたときは、高額所得者住宅明渡期限延長通知書（様式第３７号）により、当該高額所得者

に通知するものとする。 

（平９規則７８・一部改正） 

（新たに整備される市営住宅への入居） 

第３０条 入居者は、条例第３３条の規定により入居の申出をするときは、市営住宅再入居申出

書（様式第３８号）を、収入の額を証明する書類その他必要な書類を添付して、市長に提出し

なければならない。 

（平９規則７８・全改） 
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（市営住宅の明渡届） 

第３１条 条例第３５条の規定により住宅を明け渡そうとする者は、市営住宅明渡届（様式第３

９号）を市長に提出しなければならない。 

（平９規則７８・旧第４１条繰上・一部改正） 

（社会福祉法人等による市営住宅の使用の許可） 

第３２条 条例第３７条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

（１） 地方公共団体 

（２） 医療法人 

（３） 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）に

規定する公益法人 

２ 条例第３７条第１項の規則で定める事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１７項に規定する共同生活援助を行う

事業とする。 

（平９規則７８・追加、平１１規則４４・平１８規則３４・平２１規則８９・平２３規

則９０・平２５規則３３・平３０規則１１・平２８規則８９・一部改正） 

（使用の許可の申請等） 

第３３条 条例第３８条第１項の規定による市営住宅の使用の許可の申請は、市営住宅使用許可

申請書（様式第４０号）により行うものとする。 

２ 条例第３８条第２項の規定による市営住宅の使用の許可をする旨又は許可をしない旨の通知

は、市営住宅使用許可書（様式第４１号）又は市営住宅使用不許可決定通知書（様式第４２号）

により行うものとする。 

（平９規則７８・追加） 

（自動車駐車場の使用の許可） 

第３４条 条例第４６条第１項の規定により駐車場の使用の許可を申請しようとする者は、市営

住宅駐車場使用許可申請書（様式第４３号）を、使用する自動車の所有者又は使用者を証明で

きる書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第４６条第２項の規定により市長の定める選考の方法は、抽選とする。 

３ 条例第４６条第３項に規定する駐車場の使用許可証は、市営住宅駐車場使用許可証（様式第

４４号）とする。 

（平９規則７８・追加） 
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（自動車駐車場の使用料） 

第３５条 条例第４７条第１項の規定により市長が定める駐車場の使用料は、別表第４のとおり

とする。 

（平９規則７８・追加） 

（自動車駐車場の使用の許可の取消し及び明渡しの請求） 

第３６条 条例第４８条第１項の規定により市営住宅の駐車場の使用の許可を取り消すときは、

当該駐車場の使用を許可した者に対し、市営住宅駐車場の使用許可取消し及び明渡請求通知書

（様式第４５号）を発して行うものとする。 

（平９規則７８・追加） 

（自動車駐車場の明渡届） 

第３７条 入居者は、駐車場を明け渡そうとするときは、市営住宅駐車場明渡届（様式第４６号）

を市長に対して提出しなければならない。 

（平９規則７８・追加） 

（住宅監理員） 

第３８条 条例第５４条第１項に規定する住宅監理員は、次の各号に掲げる事務を行わなければ

ならない。 

（１） 市営住宅及び共同施設の管理 

（２） 家賃の徴収及び督促 

（３） 各種申請書等の受理 

（４） 前３号に定めるもののほか、市営住宅及びその環境の維持管理に関し必要な事務 

（平９規則７８・追加、令２規則７７・一部改正） 

（住宅管理人） 

第３９条 条例第５４条第２項に規定する住宅管理人（以下「管理人」という。）は、市営住宅

の団地ごとに１人を置くものとし、特に市長が必要と認めるときは、団地の住宅戸数に応じて

管理人の数を増やすことができる。 

２ 管理人は、市営住宅入居者のうちから市長が委嘱する。ただし、市長がやむを得ないと認め

たときは、市営住宅入居者以外の者に委嘱することができる。 

３ 管理人は、条例及び住宅監理員の指揮に従い、市営住宅及びその環境の維持管理に努めなけ

ればならない。 

４ 管理人は、次に掲げる事項を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。 
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（１） 市長の承認を得ない市営住宅の用途変更若しくは模様替え等の行為又は無断の同居若

しくは退去 

（２） 市営住宅の維持保存上修繕を必要とする被害 

（３） 火災、風水害等の非常事態の発生 

（４） 前３号に定めるもののほか、条例に違反する事項又は市長が指示した事項 

５ 管理人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

６ 管理人の任期は、２年とする。ただし、補欠の管理人の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。 

（１） 疾病のため職務の遂行に支障があると認めるとき。 

（２） 市営住宅から転出又は転居したとき。 

（３） 辞任の申出があったとき。 

（４） 前３号に定めるもののほか、管理人として適当でないと認めたとき。 

８ 管理人には、別に定めるところにより予算の範囲内で管理人手当を支給する。 

（平９規則７８・追加、平２８規則８９・令２規則７７・一部改正） 

（その他） 

第４０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

（平９規則７８・旧第４３条繰上） 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

（１） 大津市営住宅入居者選考委員会規則（昭和３７年規則第９号） 

（２） 大津市営住宅管理人規則（昭和４５年規則第２４号） 

３ この規則の施行の日前に改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定

により行った手続その他の行為は、この規則の相当規定により行った手続その他の行為とみな

す。 

付 則（昭和６３年１２月２４日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成元年３月２３日） 

１ この規則中、第１条の規定は公布の日から、第２条及び次項の規定は平成元年４月１日から

施行する。 
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２ 第２条の規定による改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定

は、平成元年４月分以後の家賃について適用し、同年３月分以前の家賃については、なお従前

の例による。 

付 則（平成元年４月１日）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

付 則（平成元年９月１日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、平成元年９月分

以後の家賃について適用し、同年８月分までの家賃については、なお従前の例による。 

付 則（平成元年１２月２２日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２年２月２４日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２年３月２７日） 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

付 則（平成２年６月１日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２年９月１日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成３年３月２０日） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第１号の裏の改正規定は、平成３年４月１

日から施行する。 

付 則（平成３年７月１５日） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改定規定は、平成３年８月１日から施行

する。 

付 則（平成３年９月１７日） 

１ この規則は、平成３年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、平成３年１０月

分以後の家賃について適用し、同年９月分以前の家賃については、なお従前の例による。 
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付 則（平成４年２月１日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成４年９月２４日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則様式第４号の規定による市営住

宅家賃納付書は、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、なお平成５年３月分までの市営住宅家賃の納付について使用することができる。 

付 則（平成５年２月１５日） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規

則別表朝日が丘二丁目団地の項の規定は、平成３年１０月１日から適用する。 

付 則（平成５年１０月１５日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成６年２月１日） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。ただし、別表中央団地の項の次に西ノ庄第一

団地の項を加える改正規定は、平成６年２月１５日から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、平成６年４月分

以降の家賃について適用し、同年３月分までの家賃については、なお従前の例による。 

附 則（平成６年７月１５日） 

この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成６年条例

２４号）の施行の日（平成６年９月１０日）から施行する。 

附 則（平成６年１２月１日） 

この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成６年条例

第３５号）の施行の日（平成７年１月１日）から施行する。 

附 則（平成７年２月１日） 

この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成６年条例

第４３号）の施行の日（平成７年４月１日）から施行する。 

附 則（平成７年３月２２日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年６月２３日規則第４５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成７年８月１５日規則第５９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年９月２５日規則第６４号） 

この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成７年条例

第４４号）別表の改正規定中「 

西教寺団地 大津市坂本六丁目16番地 5 

」を「 

西教寺団地 大津市坂本六丁目16番 24 

」に改める部分の施行の日から施行する。 

附 則（平成８年２月１５日規則第７号） 

１ この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成７年条

例第６０号）（別表の改正規定中「 

九条団地 大津市坂本七丁目5番他 132 

」を「 

九条団地 大津市坂本七丁目5番他 25 

」に改める部分を除く。）の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定中日和団地の項

を削る部分は公布の日から、「 

九条団地 昭和46年度 18 簡易耐火2階建 59.07 10,570円 

昭和46年度 6 簡易耐火2階建 49.60 8,730円 

昭和46年度 24 中層耐火4階建 47.15 12,420円 

昭和47年度 28 簡易耐火2階建 59.07 10,570円 

昭和47年度 21 簡易耐火2階建 49.60 8,730円 

昭和47年度 3 簡易耐火2階建 67.52 10,570円 

昭和48年度 18 簡易耐火2階建 49.60 8,730円 

昭和49年度 2 簡易耐火2階建 59.07 10,570円 

昭和49年度 9 簡易耐火2階建 49.60 8,730円 

昭和49年度 1 簡易耐火2階建 67.52 10,570円 

昭和50年度 2 簡易耐火2階建 59.07 10,570円 

」を「 
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九条団地 昭和46年度 1 簡易耐火2階建 49.60 8,730円 

昭和46年度 24 中層耐火4階建 47.15 12,420円 

」に改める部分は平成８年３月１日から施行する。 

２ 改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則様式第４号に規定する市営住宅

家賃納付書及び様式第４号の２に規定する市営住宅家賃督促状は、改正後の大津市営住宅の設

置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。 

附 則（平成８年８月１５日規則第５７号） 

この規則は、平成８年９月１日から施行する。 

附 則（平成９年１月１６日規則第２号） 

この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成８年条例

第３５号）中、別表第１西教寺団地の項の次に「 

日和団地 大津市坂本六丁目22番 15 

」を加える改正規定の施行の日から施行する。 

附 則（平成９年２月３日規則第４号） 

この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成８年条例

第３５号）中、別表第１野郷原団地の項の次に「 

山の手団地 大津市野郷原二丁目25番他 38 

」を加える改正規定の施行の日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日規則第４５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年１０月１５日規則第７８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

（平成９年条例第３９号）による改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定に

基づいて設置されている市営住宅又は共同施設については、平成１０年３月３１日までの間は、

改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）第２

条第２項、第５条、第５条の２、第６条、第１３条、第１５条、第１６条、第１７条、第１８

条第１項、第１９条の２、第２０条、第２７条、第２８条、第２９条、第３０条、第３４条、
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第３５条、第３６条及び第３７条の規定は適用せず、改正前の大津市営住宅の設置及び管理に

関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）第２条第２項、第５条の２、第６条、第１３

条、第１５条、第１６条、第１７条、第１８条第１項、第２０条、第２３条、第２７条、第２

８条、第２９条、第３０条及び第４２条の規定は、なおその効力を有する。 

３ 平成１０年４月１日前に旧規則の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新規則の

相当規定によってしたものとみなす。 

附 則（平成１０年９月１日規則第６６号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規

則の規定は、平成１０年４月１日から適用する。 

附 則（平成１０年９月２５日規則第７１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年１２月２２日規則第９１号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第４の改正規定中寺辺団地の項の次に「 

南郷団地 22区画 5,250円 

」を加える部分は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成１０

年条例第４３号）別表第７の改正規定中「寺辺団地」を「寺辺団地 南郷団地」に改める部分の

施行の日から施行する。 

附 則（平成１１年４月１日規則第４４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１１年７月１５日規則第７５号） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行

規則（以下「新規則」という。）の規定は、平成１１年４月１日から適用する。 

２ この規則の施行の際、現に地域特別賃貸住宅に入居している者が平成１１年４月１日以後の

家賃について条例第１４条第２項の規定による減額の申請をしようとする場合にあっては、新

規則第１８条の２第２項の規定にかかわらず、市営住宅（地域特別賃貸住宅）家賃減額申請書

を、平成１１年８月３１日までに、収入の額を証明する書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

附 則（平成１２年３月１５日規則第９号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３１日規則第３１号） 
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１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則様式第１号、様式第２号、様式

第３号、様式第７号、様式第１０号、様式第１１号、様式第１２号、様式第１２号の２、様式

第１３号、様式第１５号、様式第１８号、様式第２２号、様式第２９号、様式第３０号、様式

第３２号、様式第３５号、様式第３６号、様式第３８号、様式第３９号、様式第４３号及び様

式第４６号の規定による申請書等は、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行

規則様式第１号、様式第２号、様式第３号、様式第７号、様式第１０号、様式第１１号、様式

第１２号、様式第１２号の２、様式第１３号、様式第１５号、様式第１８号、様式第２２号、

様式第２９号、様式第３０号、様式第３２号、様式第３５号、様式第３６号、様式第３８号、

様式第３９号、様式第４３号及び様式第４６号の規定にかかわらず、なお当分の間、使用する

ことができる。この場合においても、記名し押印することに代えて、署名することができる。 

附 則（平成１２年８月１日規則第８４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年９月２５日規則第９３号） 

この規則は、平成１２年１０月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、公布の日

から施行する。 

附 則（平成１２年１２月２８日規則第１３２号） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年４月１日規則第３７号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第９条第３項の規定によりはじ

めて委嘱される委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、平成１５年３月３１日までと

する。 

附 則（平成１３年５月１５日規則第５５号） 

この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成１３年条

例第２４号）第１条の規定の施行の日から施行する。ただし、様式第３号、様式第１２号の２、

様式第１３号及び様式第３８号の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年６月１５日規則第６６号） 

この規則は、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成１３年条

例第２４号）第２条の規定の施行の日から施行する。 
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附 則（平成１４年６月２０日規則第６０号） 

１ この規則は、平成１４年７月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、公布の日

から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表第２及び別表第３の規定は、

平成１４年７月分以後の家賃について適用し、同年６月分までの家賃については、なお従前の

例による。 

附 則（平成１４年１２月２０日規則第１０３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３日規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２５日規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第４の改正規定は、平成１５年４月１日か

ら施行する。 

附 則（平成１６年３月２３日規則第１３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２１日規則第８６号） 

この規則は、平成１７年２月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２８日規則第２０号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月２９日規則第１０６号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第４の改正規定は、平成１７年１０月１

日から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第１５条第２項第４号の規定は、

この規則（別表第４の改正規定を除く。）の施行前に市営住宅の明渡しの請求を受けた者につ

いても適用する。 

附 則（平成１７年１２月２８日規則第１３５号） 

１ この規則は、平成１８年３月２０日から施行する。ただし、別表第４仰木の里団地の項の改

正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表第４仰木の里団地の項の規

定は、平成１６年４月１日から適用する。 
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附 則（平成１８年３月１７日規則第３４号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、別表第４穴太団地の項の改正規定は、

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第３６号）別

表第１穴太団地の項の改正規定の施行の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第２８号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年８月１５日規則第８３号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 平成１９年３月分までの平津二丁目団地の入居者に係る家賃については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２０年４月１５日規則第４６号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第２及び別表第３の改正規定は、平成２

０年６月１日から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表第２及び別表第３の規定は、

平成２０年６月分以後の家賃について適用し、同年５月分までの家賃については、なお従前の

例による。 

附 則（平成２０年９月１９日規則第６７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年１月２３日規則第２０号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

様式第２５号の規定による市営住宅家賃納付書及び様式第２６号の規定による市営住宅家賃督

促状は、当分の間、なお使用することができる。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第８９号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第１９条の２及び第３２条の改正

規定は公布の日から、様式第３４号の改正規定は平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）第

５条の２及び第５条の３の規定は、平成２１年４月１日以後の募集に係る入居者の資格につい

て適用し、同日前の募集に係る入居者の資格については、なお従前の例による。 

３ 新規則別表第３の規定は、平成２１年４月１日以後の家賃の減額について適用し、同日前の
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家賃の減額については、なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、平成２１年４月１日において同日前から引き続き地域特別賃貸住

宅に入居している者に係る平成２２年３月３１日までの間の家賃の減額については、なお従前

の例による。 

５ 第３項の規定にかかわらず、平成２１年４月１日において同日前から引き続き特定公共賃貸

住宅に入居している者に係る平成２１年９月３０日までの間の家賃の減額については、なお従

前の例による。 

６ 第３項の規定にかかわらず、前項に規定する者に係る平成２１年１０月１日から平成２２年

３月３１日までの間の家賃月額は、平成２１年９月分の家賃月額と同額とする。 

附 則（平成２１年５月１日規則第１１２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年１月４日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の様式第３号により調製した用紙及び様式第３８号によ

り調製した用紙は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成２３年３月２２日規則第２７号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、別表第２第２号の表大谷団地の項

の改正規定中「６」を「１」に改める部分及び別表第３第２号イの表の改正規定中「１号室、

２号室、３号室、４号室、５号室及び」を削る部分は、公布の日から施行する。 

２ 平成２３年３月分までの特定公共賃貸住宅大谷団地の入居者に係る家賃については、なお従

前の例による。 

附 則（平成２３年１０月１日規則第９０号） 

この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日規則第３３号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の

様式により調製した用紙は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することがで

きる。 

附 則（平成２５年１１月１日規則第１１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２６年３月１４日規則第１９号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第７条の改正規定は、同年１０月１

日から施行する。 

附 則（平成２７年１月５日規則第１号） 

この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年９月３０日規則第８９号） 

１ この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。ただし、第３２条の改正規定は、平成３

０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の

様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第３３号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日規則第５１号）抄 

（施行期日等） 

第１条 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年７月３日規則第８７号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の

様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

附 則（平成３０年３月１５日規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年６月２９日規則第５７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第２５号） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、別表第４の改正規定及び次項の規

定は、同年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４の規定は、平成３１年１０月分以後の駐車場の使用料について適用し、同

年９月分までの駐車場の使用料については、なお従前の例による。 
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３ この規則の施行の際現にある改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の

様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

附 則（令和２年４月１日規則第７７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年１０月１日規則第１１１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の

様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、使用することができる。 

附 則（令和３年４月１日規則第４８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年７月１日規則第５７号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の

様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

別表第１（第１８条関係） 

（平９規則７８・全改、平１２規則９３・平１３規則３７・平１４規則６０・平１４規

則１０３・平１６規則１３・一部改正） 

名称 建築年度 

（竣工年度） 

戸数 構造 専用床面積 

（平方メート

ル） 

家賃（月額） 

下龍華団地 昭和52年度 3 簡易耐火2階建 72.14 18,330円 

昭和53年度 2 簡易耐火2階建 72.14 18,330円 

昭和53年度 2 簡易耐火2階建 59.06 13,980円 

坂本南団地 昭和53年度 2 簡易耐火2階建 58.60 15,540円 

昭和55年度 1 簡易耐火2階建 70.07 19,260円 

昭和57年度 4 簡易耐火2階建 58.60 15,540円 

昭和58年度 4 簡易耐火2階建 58.60 15,540円 
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昭和58年度 2 簡易耐火2階建 70.07 19,260円 

昭和60年度 2 簡易耐火2階建 70.07 19,260円 

昭和60年度 2 簡易耐火2階建 58.60 15,540円 

昭和62年度 3 簡易耐火2階建 70.07 19,260円 

九条団地 昭和46年度 24 中層耐火4階建 39.40 12,420円 

昭和47年度 1 簡易耐火2階建 49.59 8,730円 

笠ノ岡団地 昭和54年度 3 簡易耐火2階建 70.07 19,260円 

昭和54年度 10 簡易耐火2階建 58.60 15,540円 

昭和57年度 4 簡易耐火2階建 58.60 15,540円 

昭和58年度 2 簡易耐火2階建 58.60 15,540円 

昭和60年度 2 簡易耐火2階建 70.07 19,260円 

昭和60年度 2 簡易耐火2階建 58.60 15,540円 

皇子が丘第一団地 昭和51年度 16 中層耐火4階建 51.27 23,140円 

昭和51年度 8 中層耐火4階建 39.41 19,310円 

昭和53年度 20 中層耐火5階建 51.27 23,140円 

昭和53年度 8 中層耐火5階建 39.41 19,310円 

皇子が丘第二団地 昭和51年度 1 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

昭和52年度 16 中層耐火4階建 51.27 23,140円 

昭和52年度 8 中層耐火4階建 34.91 19,310円 

昭和52年度 4 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

昭和53年度 2 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

昭和53年度 2 簡易耐火2階建 58.40 15,540円 

昭和54年度 6 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

昭和55年度 3 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

昭和56年度 3 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

昭和58年度 6 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

昭和59年度 1 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

昭和61年度 3 簡易耐火2階建 71.35 19,260円 

蟹川団地 昭和63年度 18 中層耐火5階建 54.23 32,500円 
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昭和第二団地 昭和51年度 19 中層耐火5階建 51.27 23,140円 

昭和51年度 9 中層耐火5階建 39.41 19,310円 

昭和52年度 20 中層耐火5階建 51.27 23,140円 

昭和52年度 10 中層耐火5階建 39.41 19,310円 

昭和第三団地 昭和52年度 2 簡易耐火2階建 68.54 18,330円 

昭和53年度 5 簡易耐火平屋建 30.80 13,260円 

昭和53年度 1 簡易耐火2階建 68.54 18,330円 

昭和54年度 1 簡易耐火2階建 68.54 18,330円 

昭和54年度 1 簡易耐火2階建 83.01 18,330円 

昭和55年度 3 簡易耐火2階建 68.54 18,330円 

昭和56年度 1 簡易耐火2階建 83.01 18,330円 

昭和57年度 1 簡易耐火2階建 68.54 18,330円 

昭和57年度 1 簡易耐火2階建 83.01 18,330円 

粟津第一団地 昭和37年度 32 中層耐火4階建 30.78 8,700円 

昭和38年度 32 中層耐火4階建 30.78 9,100円 

昭和40年度 48 中層耐火4階建 36.25 9,500円 

別表第２（第１８条関係） 

（平９規則７８・全改、平１３規則５５・平１３規則６６・平１４規則６０・平２０規

則４６・平２３規則２７・一部改正） 

(1) 地域特別賃貸住宅 

名称 建築年度（竣工年度） 戸数 構造 専用面積 

（平方メート

ル） 

家賃 

（月額） 

中央二丁目団地 昭和63年度 1 中層耐火5階建 75.96 76,000円 

昭和63年度 4 中層耐火5階建 75.93 80,000円 

昭和63年度 2 中層耐火5階建 90.98 98,000円 

(2) 特定公共賃貸住宅 

名称 建築年度（竣工年度） 戸数 構造 専用面積 

（平方メート

家賃 

（月額） 
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ル） 

仰木の里団地 平成13年度 4 中層耐火4階建 54.99 67,000円 

平成13年度 16 中層耐火4階建 69.00 81,000円 

平成13年度 3 中層耐火4階建 78.98 87,500円 

大谷団地 平成13年度 1 耐火2階建 70.51 68,000円 

平津二丁目団地 平成7年度 18 中層耐火3階建 76.44 68,000円 

別表第３（第１８条の２、第１９条関係） 

（平２１規則８９・全改、平２３規則２７・一部改正） 

(1) 地域特別賃貸住宅の家賃の特例 

中央二丁目団地の入居者に係る減額後の家賃月額 

号室 入居者の区分 

第1区分（収入の額

が186,000円以下の

者） 

第2区分（収入の額

が186,000円を超え

214,000 円 以 下 の

者） 

第3区分（収入の額

が214,000円を超え

259,000 円 以 下 の

者） 

第4区分（収入の額

が 259,000円を超

え 313,000円以下

の者） 

101号室 58,900円 60,800円 64,600円 68,400円 

201号室、202号室、

301号室及び302号室 

62,000円 64,000円 68,000円 72,000円 

401号室及び402号室 76,000円 78,400円 83,300円 88,200円 

(2) 特定公共賃貸住宅の家賃の特例 

ア 仰木の里団地の入居者に係る減額後の家賃月額 

号室 入居者の区分 

第1区分（収入の額

が186,000円以下の

者） 

第2区分（収入の額

が186,000円を超え

214,000 円 以 下 の

者） 

第3区分（収入の額

が214,000円を超え

259,000 円 以 下 の

者） 

第4区分（収入の額

が 259,000円を超

え 313,000円以下

の者） 

107号室、207号室、

307号室及び407号室 

53,600円 57,000円 60,300円 63,700円 

108号室、109号室、 64,800円 68,900円 72,900円 77,000円 



32/91 

110号室、111号室、

208号室、209号室、

210号室、211号室、

308号室、309号室、

310号室、311号室、

408号室、409号室、

410号室及び411号室 

112号室、212号室及

び312号室 

70,000円 74,400円 78,800円 83,200円 

イ 大谷団地の入居者に係る減額後の家賃月額 

棟及び号室 入居者の区分 

第1区分（収入の額

が186,000円以下の

者） 

第2区分（収入の額

が186,000円を超え

214,000 円 以 下 の

者） 

第3区分（収入の額

が214,000円を超え

259,000 円 以 下 の

者） 

第4区分（収入の額

が 259,000円を超

え 313,000円以下

の者） 

D棟 

6号室 

54,400円 57,800円 61,200円 64,600円 

ウ 平津二丁目団地の入居者に係る減額後の家賃月額 

号室 入居者の区分 

第1区分（収入の額

が186,000円以下の

者） 

第2区分（収入の額

が186,000円を超え

214,000 円 以 下 の

者） 

第3区分（収入の額

が214,000円を超え

259,000 円 以 下 の

者） 

第4区分（収入の額

が 259,000円を超

え 313,000円以下

の者） 

101号室、102号室、

103号室、104号室、

105号室、106号室、

201号室、202号室、

203号室、204号室、

205号室、206号室、

54,400円 57,800円 61,200円 64,600円 
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301号室、302号室、

303号室、304号室、

305号室及び306号室 

別表第４（第３５条関係） 

（平９規則７８・全改、平１０規則９１・平１２規則９・平１２規則８４・平１３規則

５５・平１３規則６６・平１４規則６０・平１５規則２７・平１６規則８６・平１７規

則１０６・平１７規則１３５・平１８規則３４・平２１規則１１２・平２５規則１１１・

平２６規則１９・平２９規則３３・平３１規則２５・一部改正） 

駐車場を設置する市営住宅の名称 区画数 使用料（月額） 

高城団地 10区画 2,200円 

和邇団地 12区画 2,200円 

伊香立団地 4区画 1,100円 

仰木の里団地 50区画 5,500円 

西教寺前団地 24区画 1,100円 

日和団地 15区画 1,100円 

坂本団地 30区画 1,100円 

坂本第二団地 24区画 1,100円 

坂本第三団地 9区画 1,100円 

坂本第四団地 18区画 1,100円 

坂本一丁目団地 31区画 5,500円 

唐崎駅前団地 95区画 5,500円 

唐崎駅前第二団地 42区画 5,500円 

穴太団地 163区画 5,500円 

神宮団地 40区画 5,500円 

二本松団地 10区画 5,500円 

ただし、区画番号10番は、3,300

円 

大谷団地 29区画 5,500円 

蟹川団地 13区画 5,500円 
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朝日が丘団地 14区画 5,500円 

朝日が丘二丁目団地 18区画 5,500円 

中央団地 5区画 11,000円 

ただし、区画番号4番は、8,800円 

西ノ庄第一団地 24区画 5,500円 

膳所団地 42区画 5,500円 

御殿浜第一団地 26区画 5,500円 

粟津第一団地 68区画 5,500円 

ただし、区画番号68番は、3,850

円 

秋葉台団地 32区画 5,500円 

別保三丁目団地 11区画 5,500円 

蛍谷団地 20区画 5,500円 

蛍谷第二団地 6区画 5,500円 

寺辺団地 20区画 5,500円 

南郷団地 38区画 5,500円 

田上団地 17区画 1,100円 

田上第二団地 10区画 1,100円 

野郷原団地 27区画 5,500円 

山の手団地 38区画 5,500円 

一ツ松団地 16区画 5,500円 

九条団地 11区画 1,100円 

中央二丁目団地 4区画 12,100円 

平津二丁目団地 18区画 5,500円 
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様式第１号（第３条関係） 

（平９規則７８・全改、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・一部改正） 

様式第２号（第４条関係） 

（平９規則７８・全改、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・一部改正） 

様式第３号（第６条関係） 

（平９規則７８・全改、平１２規則３１・平１２規則９３・平１３規則５５・平２０規

則６７・平２３規則１・令３規則５７・一部改正） 

様式第４号（第６条関係） 

（平２５規則３３・全改） 

様式第５号（第８条関係） 

（平９規則７８・全改、平２０規則６７・平２５規則３３・一部改正） 

様式第６号（第１３条関係） 

（平９規則７８・全改、平１５規則２７・平２０規則６７・平２５規則３３・令２規則

７７・令３規則４８・一部改正） 

様式第７号（第１３条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・一部改正） 

様式第８号（第１４条関係） 

（平９規則７８・追加、平２０規則６７・令２規則７７・令３規則４８・一部改正） 

様式第９号（第１４条の２関係） 

（平９規則７８・追加、平２５規則３３・平３１規則２５・令３規則４８・一部改正） 

様式第１０号（第１５条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・平３１規

則２５・一部改正） 

様式第１１号（第１６条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・平３１規

則２５・一部改正） 

様式第１２号（第１７条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２７規則１・平２８規則

８９・一部改正） 

様式第１２号の２（第１７条の２関係） 
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（平１７規則１０６・追加、平２０規則６７・平２８規則８９・一部改正） 

様式第１２号の３（第１８条の２関係） 

（平１１規則７５・追加、平１２規則３１・平１３規則５５・一部改正、平１７規則１

０６・旧様式第１２号の２繰下、平２０規則６７・平２３規則１・平２５規則３３・令

３規則５７・一部改正） 

様式第１２号の４（第１８条の２関係） 

（平２５規則３３・全改） 

様式第１３号（第１９条関係） 

（平９規則７８・追加、平１０規則７１・平１１規則７５・平１２規則３１・平１３規

則５５・平２０規則６７・平２３規則１・平２５規則３３・令３規則５７・一部改正） 

様式第１４号（第１９条関係） 

（平２５規則３３・全改） 

様式第１５号（第１９条の２関係） 

（平２９規則８７・全改、令２規則７７・令３規則５７・一部改正） 

様式第１６号（第１９条の２、第２７条、第２８条関係） 

（平９規則７８・追加、平２０規則６７・平２３規則１・平２５規則３３・令３規則５

７・一部改正） 

様式第１７号（第１９条の２、第２７条関係） 

（平９規則７８・追加、平２０規則６７・平２３規則１・平２５規則３３・令３規則５

７・一部改正） 

様式第１８号（第１９条の２、第２７条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平１７規則１０６・平２０規則６７・一部改

正） 

様式第１９号（第１９条の２関係） 

（平２５規則３３・全改、令３規則５７・一部改正） 

様式第２０号（第１９条の２関係） 

（平２５規則３３・全改、令３規則５７・一部改正） 

様式第２１号（第２０条関係） 

（平２５規則３３・全改） 

様式第２２号（第２０条関係） 



90/91 

（平２５規則３３・全改） 

様式第２３号（第２０条関係） 

（平９規則７８・追加、平２５規則３３・一部改正） 

様式第２４号（第２０条関係） 

（平９規則７８・追加、平２５規則３３・一部改正） 

様式第２５号（第２１条関係） 

（令２規則１１１・全改） 

様式第２６号（第２２条関係） 

（令２規則１１１・全改） 

様式第２７号（第２３条関係） 

（平９規則７８・追加、平２９規則５１・令２規則７７・一部改正） 

様式第２８号（第２３条関係） 

（平９規則７８・追加、平２９規則５１・令２規則７７・一部改正） 

様式第２９号（第２５条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・一部改正） 

様式第３０号（第２５条の２関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・一部改正） 

様式第３１号（第２５条の２関係） 

（平９規則７８・追加） 

様式第３２号（第２６条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・一部改正） 

様式第３３号（第２６条関係） 

（平９規則７８・追加、平２５規則３３・一部改正） 

様式第３４号（第２８条関係） 

（平２１規則８９・一部改正、平２５規則３３・全改） 

様式第３５号（第２８条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・一部改正） 

様式第３６号（第２９条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・一部改正） 

様式第３７号（第２９条関係） 
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（平９規則７８・追加） 

様式第３８号（第３０条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平１２規則９３・平１３規則５５・平２０規

則６７・平２３規則１・令３規則５７・一部改正） 

様式第３９号（第３１条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・令３規則

５７・一部改正） 

様式第４０号（第３３条関係） 

（平９規則７８・追加、平２０規則６７・一部改正） 

様式第４１号（第３３条関係） 

（平９規則７８・追加） 

様式第４２号（第３３条関係） 

（平９規則７８・追加） 

様式第４３号（第３４条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・一部改正） 

様式第４４号（第３４条関係） 

（平９規則７８・追加） 

様式第４５号（第３６条関係） 

（平９規則７８・追加、平２５規則３３・一部改正） 

様式第４６号（第３７条関係） 

（平９規則７８・追加、平１２規則３１・平２０規則６７・平２８規則８９・一部改正） 

 


